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衆
議
院
議
員
宮
本
徹
君
提
出
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
際
連
合
南
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
自
衛
隊
の
部
隊
が
作
成
し
た
「
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
施
設

隊
日
々
報
告
」
（
以
下
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
「
南
ス
ー
ダ
ン
派
遣
施
設
隊
が
現
地
時
間
で
二

千
十
六
年
七
月
七
日
か
ら
十
二
日
ま
で
に
作
成
し
た
日
報
」
の
管
理
状
況
に
関
す
る
特
別
防
衛
監
察
の
過
程
に
お
い
て
、
陸

上
自
衛
隊
が
実
施
し
た
調
査
の
結
果
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
（
当
時
）
所
属
で
あ
る
が
教
訓
課
（
当
時
）
に
は
所
属
し
て

い
な
い
職
員
が
使
用
す
る
個
人
端
末
に
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
確
認
し
た
正
確
な
日
時
に
つ

い
て
は
記
録
が
な
く
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
定
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
保
有
期
間
（
年
月
日
）
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
「
海
外
に

派
遣
さ
れ
た
自
衛
隊
の
活
動
に
お
け
る
現
地
部
隊
か
ら
の
報
告
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
三
十
年
四
月

七
日
防
官
文
（
防
）
第
一
八
六
号
）
等
に
基
づ
き
、
防
衛
省
に
お
け
る
全
て
の
部
隊
及
び
機
関
を
対
象
に
、
海
外
に
派
遣
さ

れ
た
自
衛
隊
の
活
動
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
も
の
も
含
め
、
全
て
の
「
日
報
」
を
含
む
定
時
報
告

一



の
探
索
を
行
い
、
平
成
三
十
年
四
月
二
十
三
日
に
そ
の
集
積
状
況
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
集
積
し
た
文
書
の
詳
細

に
つ
い
て
は
、
現
在
精
査
中
で
あ
り
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

防
衛
省
統
合
幕
僚
監
部
は
、
平
成
三
十
年
四
月
五
日
に
、
陸
上
自
衛
隊
教
育
訓
練
研
究
本
部
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
旨

の
報
告
が
あ
っ
た
「
日
報
」
に
係
る
部
隊
の
一
覧
を
公
表
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
部
隊
の
「
日
報
」
を
保
有
し

て
い
た
目
的
等
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
研
究
本
部
よ
り
こ
れ
ま
で
保
有
し
て
い
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
日
報
」
は
、
「
海
外
派
遣
部
隊
が
作
成
し
た

定
時
報
告
の
保
有
状
況
調
査
に
つ
い
て
（
通
達
）
」
（
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日
陸
幕
総
第
一
三
〇
七
号
）
に
基
づ

き
探
索
を
行
っ
た
結
果
に
関
す
る
資
料
で
あ
り
、
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
に
つ
い
て
は
、
こ
の
通
達
に
よ
る
探
索
の
対
象
と
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
当
該
資
料
に
は
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
教
訓
要
報
」
は
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
（
当
時
）
が
、
現
地
部
隊
の
教
訓
担
当
者
か
ら
共
有
さ
れ
た
資
料
、

二



陸
上
自
衛
隊
中
央
即
応
集
団
（
当
時
）
の
司
令
官
に
報
告
さ
れ
た
成
果
報
告
、
隊
員
か
ら
の
聞
き
取
り
等
を
基
に
作
成
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
当
時
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
（
当
時
）
の
教
訓
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
は
保
存
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

三


